
船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 漁船 西善丸 

   船舶番号 １４１２４４ 

   総トン数 １２５トン 

 

   事故種類 乗組員死亡 

   発生日時 平成３０年３月２５日 １２時２０分ごろ 

   発生場所 兵庫県香美
か み

町柴山
しばやま

港北方沖 

         柴山港灯台から真方位００５°１０.１海里付近 

         （概位 北緯３５°５０.０′ 東経１３４°４１.０′） 

 

 

                       平成３１年１月３０日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                   委   員  田 村 兼 吉 

                   委   員  岡 本 満喜子 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

 漁船西善
さいぜん

丸は、船長ほか８人が乗り組み、兵庫県香美町柴山港北方沖において、沖

合底びき網漁の操業中、平成３０年３月２５日１２時２０分ごろ甲板員１人が落水し、

死亡した。 

 

＜原因＞ 

 本事故は、西善丸が、柴山港北方沖で沖合底びき網漁の操業中、甲板員１人が、浮

きを船内に取り込む作業を開始し、先に取り込んだ‘浮きに取り付けた水に浮く直径

約４０mm 及び長さ約３０ｍの化学繊維製索’（浮きロープ）を順次海に戻しながら

船尾方に移動していた際、甲板上に残っていた浮きロープをまたいでいたため、網取

機が起動して浮きロープの巻取りが始まり、浮きロープが張ったことで右足が持ち上

がり、巻取りが継続されて浮きロープと共に舷外に引っ張られ、ブルワーク上縁を越

  



えて落水し、溺水したことにより発生したものと考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 漁船西善
さいぜん

丸は、船長ほか８人が乗り組み、兵庫県香美町柴山港北方沖において、沖

合底びき網漁の操業中、平成３０年３月２５日１２時２０分ごろ甲板員１人が落水し、

死亡した。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成３０年３月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成３０年３月２６日、４月２４日、５月２日、７月９日、８月６日 口述聴取 

  平成３０年４月２日、７月１１日 回答書受領 

  平成３０年６月４日 現場調査及び口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、西善丸（以下「本船」という。）の船長、死亡し

た甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）の近くにいた甲板員２人（以下「甲板員Ｂ」

及び「甲板員Ｃ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

 2.1.1 甲板員Ａの落水に至る経過 

  本船は、船長、甲板員Ａ、甲板員Ｂ、甲板員Ｃほか５人（日本国籍４人、インド

ネシア共和国籍１人）が乗り組み、平成３０年３月２５日０４時５０分ごろ柴山港

を出港し、０６時ごろ柴山港北方沖１０海里（Ｍ）付近に到着してかけ回し式によ

る沖合底びき網漁の操業を開始した。 

  本船は、４回目の操業を行うこととして浮き（標識）を海に投入したのち、四角

形を描くように綱、網、綱の順に漁具を投入し、本船が浮きの投入場所に戻って機

関を中立運転とし、１２時１５分ごろ浮きを船内に取り込む作業（以下「本件作



- 2 - 

業」という。）を開始した。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 漁具の投入状況 

  甲板員Ａは、右舷中央やや船尾寄りに配置し、その船首寄りに配置した他の乗組

員がボートフック＊1で引き揚げた‘浮きに取り付けた水に浮く直径約４０mm 及び

長さ約３０ｍの化学繊維製索’（以下「浮きロープ」という。）をボートフックか

ら外し、船尾方に配置していた甲板員Ｂと共に手繰り揚げ、浮きロープの先端に取

り付けられたＣ環＊2（以下「浮きロープのＣ環」という。）を揚げていた。（図２参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 甲板員Ａ及び甲板員Ｂが浮きロープのＣ環を船内に取り込んでいる状況 

 

  甲板員Ａは、甲板員Ｂと共に浮きロープのＣ環を手繰り揚げる中、先に取り込ん

だ浮きロープを順次海に戻して自らと甲板員Ｂとの間の浮きロープを常に３ｍ程度

に保つように長さを調整しながら、２人で船尾方に移動した。 

  船長は、操舵室右舷側の窓を開けて船尾方を向き、甲板員Ａ及び甲板員Ｂが浮き

                         
＊1

 「ボートフック」とは、係留索を引き寄せる際などに使用される先端にかぎ状の金具がついた竿
さお

をいう。 
＊2

 「Ｃ環」とは、アルファベットのＣ字型のように長辺の片側中央に切欠きがあり、Ｃ環同士の切

欠きを直角に合わせることによって連結又は離脱することができる金具をいう。 
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操舵室 
リール 

網取機 

リール 

網取機の操作レバー 船首方 

Ａ 

甲板員Ｃ 

Ｃ 

Ｂ Ｄ 

浮き 

ロープを手繰り揚げながら船尾方に移動し始めたことを見たのち、操舵室中央部に

移動し、舵輪手前に置かれた椅子に腰を掛け、舵輪前方やや右舷寄りに設置された

本船の後部が映った２台のモニタを見て船尾開口部から浮きが船内に取り込まれる

のを待った。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真１ 操舵室から船尾方を向く船長  写真２ 椅子に腰を掛けてモニタを見る 

（再現）               船長（再現） 

 

  甲板員Ｂは、手繰り揚げた浮きロープのＣ環を持って船尾側に移動し、同所で待

機する他の甲板員（以下「甲板員Ｄ」という。）が持った網取機から延出した綱の

端に取り付けられたＣ環とを結合させ、それらを海に投入したのち、他の作業を行

うこととして船尾中央部に移動した。 

  甲板員Ｃは、後部甲板左舷側の網取機の操作場所で、Ｃ環同士が結合されたのを

見て網取機を起動させたのち、左舷側リールのブレーキを緩めることとして船首方

に約２ｍ移動した。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 甲板員Ｂと甲板員ＤがＣ環同士を結合させ、 

甲板員Ｃが網取機を起動させる頃の状況 

モニタ 

椅子 

甲板員Ａ 甲板員Ｄ 

甲板員Ｂ 
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船長 

操舵室 
リール 

網取機 

リール 

船首方 網取機の操作場所 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 

潮流 浮き 

  浮きロープは、網取機が起動したことによって巻取りが始まり、張った状態となっ

た。 

  甲板員Ｂは、船尾中央部に至って右舷船首方を振り返ったところ、甲板員Ａの右

足が、浮きロープをまたいだ状況で右膝がブルワーク＊3上縁付近まで持ち上がり、

浮きロープが右膝の下側に入って張っており、甲板員Ａがブルワークにつかまって

いる状況を認め、甲板員Ｄを呼ぶとともに甲板員Ａの所に移動して浮きロープを取

り除こうとしたものの、浮きロープが張っていて固かったので、取り除くことがで

きなかった。（図４、写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 甲板員Ｂが船尾中央部に移動した後、右舷船首方を振り返り、 

また、甲板員Ｃが網取機を起動した後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
＊3 「ブルワーク」とは、乗組員等の転落防止及び波の打ち込み軽減のために設けられる船側外板を

上甲板より上方まで延長した部分をいう。 



- 5 - 

右
舷
側
リ
ー
ル 

船首方 

船尾方 

網
取
機
へ 

甲板員Ａ役 
の乗組員 浮

き
ロ
ー
プ 

浮きへ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 甲板員Ｂが振り返ったときの甲板員Ａの状況（再現） 

（甲板員Ａの右膝の下側に浮きロープが入っている） 

※甲板員Ａがいた場所は、右舷側リールの横付近であり、当時の状況を 

示すために船尾方に移動して再現したものである。 

  甲板員Ａは、浮きロープの巻取りが継続されて浮きロープと共に舷外に引っ張ら

れ、ブルワークを越えて１２時２０分ごろに落水した。 

  甲板員Ｂは、Ｃ環同士を結合させて海に投入してから甲板員Ａが落水するまでの

間、また、甲板員Ｃは、網取機を起動させた以後、共に甲板員Ａの声を聞かなかっ

た。 

 

 2.1.2 甲板員Ａの救助に係る経過 

  甲板員Ｃは、左舷側リール付近に至った頃、甲板員Ｂ及び甲板員Ｄが慌てている

ことを認め、網取機の操作場所に戻って網取機を停止させた。 

  甲板員Ｂは、甲板員Ａが落水した直後に船尾端中央部に移動し、救命浮環を取っ

て甲板員Ａに向けて投げた。 

  甲板員Ｃは、左舷船尾端に移動して船尾方を見たところ、本船から約１０ｍ船尾

方に浮きが見え、その横２ｍ付近を浮きに向かって泳いでいる甲板員Ａを認めた。 

  船長は、操舵室でモニタを見ていたとき、救命浮環を海に投げ込む乗組員の映像

を見て操舵室左舷側に移動し、窓を開けて船尾方を見たところ、本船の左舷船尾方

に泳いでいる人影を認め、後部甲板に向かった。 

  甲板員Ｃは、甲板員Ａが、本船の船尾方から左舷船首方に本船から離れるように

流されながら、本船に向かって泳いでいるのを見て、甲板員Ａに声を掛けたところ、
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「やばい」との返事を聞いた。 

  機関長は、前部甲板で作業中に甲板員Ａの落水を知り、作業用救命衣を着用して

救命浮環を持ち、操舵室の左舷方から海に飛び込んで甲板員Ａの救助に向かった。 

  甲板員Ｃは、機関長が甲板員Ａの救助に向かっているとき、甲板員Ａが、腕の動

きが止まり、顔が海面に浸
つ

かったうつ伏せ状態になったことを認めた。 

  機関長は、甲板員Ａを抱え、乗組員に救命浮環のロープを引っ張ってもらって本

船に戻った。 

  船長は、前部甲板に引き揚げた甲板員Ａに意識がないことを確認し、１２時２２

分ごろに携帯電話で１１９番通報を行い、他の乗組員に人工呼吸及び心臓マッサー

ジを行うように指示し、本船を柴山港に向けて発進させた。 

  本船は、柴山港に入港間近となった頃、兵庫県の防災ヘリコプターの来援を受け、

上空から乗員２人が移乗したのち、１３時３０分ごろ柴山港に入港した。 

  甲板員Ａは、柴山港に待機していた救急車によって香美町内の今子浦
いまごうら

グラウンド

に搬送されたのち、同所で待機していたドクターヘリによって兵庫県豊岡市所在の

病院に搬送されたものの、死亡が確認された。 

 

 本事故の発生日時は、平成３０年３月２５日１２時２０分ごろであり、発生場所は、

柴山港灯台から００５°（真方位、以下同じ。）１０.１Ｍ付近であった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 

２.２ 人の死亡に関する情報 

 死体検案書によれば、甲板員Ａの死因は、溺水であった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 本船に損傷はなかった。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状 

   ① 船長 男性 ４６歳 

      五級海技士（航海）（履歴限定） 

       免 許 年 月 日 平成１８年９月７日 

       免 状 交 付 年 月 日 平成２８年６月１７日 

       免状有効期間満了日 平成３３年９月６日 

   ② 甲板員Ａ 男性 ４０歳 

      海技免状なし 
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  (2) 主な乗船履歴、健康状態等 

    船長、甲板員Ｂ及び甲板員Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 船長 

     船長は、家業で漁業を営み、平成２年ごろに当時の所有船に乗船し、機関

長、甲板員等を歴任して平成２２年７月に本船の就航とともに機関長職に就

き、平成２５年７月からは船長職に就いている。 

     船長は、沖合底びき網漁の経験が約２８年であった。 

     船長は、本事故当時、健康状態は良好であった。 

   ② 甲板員Ａ 

     甲板員Ａは、平成６年ごろに船長の家族が所有する漁船に初めて乗船して

沖合底びき網漁に従事し、本船就航後も引き続いて甲板員として乗船してい

た。 

     甲板員Ａは、本事故当日、上衣は長袖のポロシャツ及び下衣はジャージを、

その上に上下共にカッパを着用し、更に固形式でチョッキ型の作業用救命衣

を着用していた。また、帽子をかぶり、手袋を着用し、長靴を履いていた。 

     甲板員Ａは、本事故当時、健康状態は良好であるように見え、平成２９年

６月に行われた健康診断の結果も異状はなかった。 

 

２.５ 船舶に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  １４１２４４ 

  船 籍 港  兵庫県豊岡市 

  船舶所有 者  個人所有 

  総 ト ン 数  １２５トン 

  Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ２９.５０ｍ×６.２５ｍ×２.５８ｍ 

  船    質  鋼 

  機    関  ディーゼル機関１基 

  出    力  ７４０kＷ 

  進水年月 日  平成２２年６月２６日 

 

 2.5.2 船舶に関するその他の情報 

   (1) 甲板員Ａが配置していた右舷中央やや船尾寄りの右舷側リール付近におけ

るブルワークの高さは、甲板上約１.０ｍであった。（写真４、写真５参照） 
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  写真４ 右舷側リール横の通路及   写真５ 右舷側リール横における 

      びブルワークの状況         ブルワークの高さ 

 

   (2) 船長の口述によれば、船長は、ふだんから漁具を投入して浮きの投入場所

に戻ってきた後、乗組員による本件作業が開始されてから、えい
．．

網方法など

を考えながら、時折、本船の後部の様子をモニタ２台で見て船尾開口部から

浮きが取り込まれるのを待っていた。（写真６参照） 

 

   

 

 

 

 

 

 

  写真６ 操舵室内のモニタに映った本船の後部 

及び船尾の開口部 

 

   (3) 船長の口述によれば、本事故当時、本船の船体、機関及び機器類に不具合

又は故障はなかった。 

 

 

船尾開口部から浮きが

取り込まれる 
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２.６ 気象及び海象に関する情報 

  (1) 気象観測値 

    本事故現場の南南西方約１２.８Ｍに位置する香住地域気象観測所の事故当

時の観測値は、次のとおりであった。 

    １２時２０分 降水量 ０mm、風向 西北西、風速 ３.３m/s、気温 １７.４℃ 

  (2) 乗組員の観測等 

    船長の口述によれば、本事故当時、本事故発生場所付近の気象、海象状況等

は、次のとおりであった。 

    天気 晴れ、風向 西、風速 約７～８m/s、視界 良好、気温 約１７℃、

波高 約０.５ｍ、波向 西、潮流 東流約０.７ノット、水温 約１１℃ 

    船長は、機関長が甲板員Ａの救助のために甲板員Ａに向かって泳いでいたと

き、手足がしびれ、危険を感じたと機関長から聞いた。 

 

２.７ 本件作業時に関する情報 

 船長、甲板員Ｂ及び甲板員Ｃの口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) 本件作業を行う際、時化
し け

ていたり、潮流が速いときは、浮きが流される速度

が速くなり、浮きロープを揚げたり、海に戻したりすることが困難となるので、

右舷後部舷縁のたつに浮きロープを結わえることがあるが、本事故当時は、そ

の必要がない状況であった。 

  (2) 船長は、これまでの本件作業時において、結合したＣ環が海に投入された後、

甲板員Ａが、先に取り込み、甲板上に残っていた浮きロープをまたいでいるこ

とに気付いて声を上げた経験があることを本人から聞いたことがあり、また、

甲板員Ｃは、甲板上に残っていた浮きロープを甲板員Ａがまたいでいるところ

を目撃したことがあった。 

  (3) 本船では、Ｃ環同士を結合させた後に海に投入するとき、甲板員Ｃが網取機

を起動させるときなど、乗組員が声掛けを行ったり、体を使って合図を行った

りするなどは行っていなかった。 

 

２.８ 落水後の生存条件に関する情報 

 2.8.1 水中における各水温での推定生存時間 

  文献＊4によれば、次のとおりである。 

 

 

                         
＊4

 「海上のサバイバル技術」（中村祐三、桑野浩著、海文堂出版(株)、昭和５９年８月発行） 
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海水温度 推定生存時間 

２℃以下 ４５分以下 

２℃～４℃ １時間３０分以下 

４℃～１０℃ ３時間以下 

１０℃～１５℃ ６時間以下 

１５℃～２０℃ １２時間以下 

２０℃以上 不定（疲労の程度による） 

 

 2.8.2 水中における体温低下等に関する情報 

  文献＊5によれば、体温低下の影響、冷水での限界時間、着衣の効果等及び水中安

静姿勢＊6の効果について、概略次のとおりである。 

   (1) 水中での体温低下の影響 

     深部体温＊7３５℃ですでに異常が始まり、３０℃以下では外見上、ほとん

ど死亡した状態となり、生命に危険が迫ります。 

     ３５～３４℃：興奮期／激しい震え、意識混濁、部位感覚喪失 

     ３４～３０℃：衰弱期／記憶喪失、心拍低下、不整脈、筋肉硬直 

     ３０℃以下 ：虚脱期／外見上死亡、瞳孔拡大、筋肉弛緩～死亡 

   (2) 冷水での限界時間 

     個人差（体格、皮下脂肪、体調等々）が大きく、状況（波や流れの状態）

によって異なります。約２０℃以上では、水温は危険因子でなく、浮き続け

らればほぼ生存できます。しかし２０℃以下は「冷水」とみなすべきです。

概ね、水温１５℃以下では１～２時間、１０℃以下では３０分～１時間程度

で、衰弱・意識不明になる危険があります。 

     冷水中では、疲労と体熱を奪われ、急速に運動機能が失われ、泳ぐことが

難しくなります。（泳力喪失） 

   (3) 着衣の効果並びに着衣及び救命胴衣の保温効果 

     泳ぎにくさのために衣類や靴下を脱ぐべきではありません。厚手の衣類は、

流水による体温低下を緩和してくれます。 

     着衣は保温に有効で、熱を奪われにくくします。救命胴衣も、浮力を得ら

                         
＊5

 「ローイング安全マニュアル２０１１年版」（社団法人日本ボート協会（現在の公益社団法人日本

ボート協会）作成） 
＊6

 「水中安静姿勢」とは、体の表面積を小さくし、浮体を抱き込むようにしてできるだけ体を丸め

た姿勢にすることをいう。 
＊7

 「深部体温」とは、体の内部（深部）の体温のことをいい、外界の温度の影響を受けず、比較的

一定している。直腸温、鼓膜温、膀胱温等をいう。 
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れるだけでなく、体温保持にも有効です。浮力があることで、水中安静姿勢

をとることもでき、さらに体温低下を抑えられます。 

   (4) 水中安静姿勢の効果 

     冷水中での運動は、体力を急速に消耗し、また周囲の水の交換を速めてし

まい、急速に体熱を奪われます。激しい動きを避け、浮力が確保できる限り、

身体を丸くして水中安静姿勢をとります。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 甲板員Ａの落水に至るまでの経過 

  2.1.1 から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 本船は、３月２５日０４時５０分ごろ柴山港を出港して０６時ごろ柴山港

北方沖１０Ｍ付近に到着し、４回目の操業を行うこととして漁具を投入し、

浮きの投入場所に戻って１２時１５分ごろ本件作業を開始した。 

   (2) 甲板員Ａは、甲板員Ｂと共に浮きロープのＣ環を手繰り揚げる中、先に取

り込んだ浮きロープを順次海に戻し、自らと甲板員Ｂとの間の浮きロープの

長さを調整しながら船尾方に移動していたとき、甲板上に残っていた浮きロー

プをまたぐ状況になった。 

   (3) 甲板員Ｂは、Ｃ環同士を結合させて海に投入し、また、甲板員Ｃは、Ｃ環

同士が結合されたことを見て網取機を起動させた。 

   (4) 甲板員Ｂは、網取機が起動して浮きロープの巻取りが始まり、他の作業を

行うこととして船尾中央部に移動したのちに右舷船首方を振り返ったところ、

甲板員Ａの右足が、浮きロープをまたいだ状況で右膝がブルワーク上縁付辺

まで持ち上がり、浮きロープが右膝の下側に入って張っており、ブルワーク

につかまっている状況を認め、甲板員Ａの所に移動して浮きロープを取り除

こうとしたものの、浮きロープが張っていて固かったので、取り除くことが

できなかった。 

   (5) 甲板員Ａは、浮きロープの巻取りが継続されて浮きロープと共に舷外に引っ

張られ、ブルワーク上縁を越えて落水した。 

   (6) 甲板員Ｃは、甲板員Ｂ及び甲板員Ｄが慌てていることを認め、網取機を停

止させた。 
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 3.1.2 甲板員Ａの救助及び搬送から死亡に至るまでの状況 

  2.1.2 及び２.２から、次のとおりであった。 

   (1) 甲板員Ａは、落水後、本船の船尾方に移動した浮きに向かって泳いでいた

が、左舷船首方に向かう潮流によって本船から離れるように流され、本船に

向かって泳いでいたものの、その後、腕の動きが止まって顔が海面に浸かっ

たうつ伏せ状態となり、救助に向かった機関長がたどり着いて本船に引き揚

げられたが、意識がなく、乗組員による人工呼吸及び心臓マッサージが行わ

れる中、本船により柴山港に搬送されたものと考えられる。 

   (2) 船長は、甲板員Ａが本船に引き揚げられたのち、１１９番通報を行ったも

のと考えられる。 

   (3) 甲板員Ａは、本船が柴山港入港後、待機していた救急車により香美町内の

グラウンドに搬送されたのち、同所で待機していたドクターヘリに引き継が

れて病院に搬送されたが、溺水により死亡した。 

 

 3.1.3 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故の発生日時は、平成３０年３月２５日１２時２０分ごろであ

り、発生場所は、柴山港灯台から００５°１０.１Ｍ付近であったものと考えられ

る。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員の状況 

   (1) 船長 

     ２.４(1)から、船長は、適法で有効な海技免状を有していた。 

   (2) 甲板員Ａ 

     ２.４(2)から、甲板員Ａは、本船就航前から船長の家族が所有する漁船に

甲板員として乗船し、本船就航後も引き続き甲板員として計２４年間乗船し

ており、その間、沖合底びき網漁に従事して本件作業を行っていたものと考

えられる。 

 

 3.2.2 船舶の状況 

  2.5.2(1)及び(3)から、次のとおりであった。 

   (1) 本船には、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考え

られる。 

   (2) 本事故当時、甲板員Ａがいた右舷側リール付近において、ブルワークの高

さは、甲板上約１.０ｍであった。 
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   (3) 浮きロープは、甲板員Ａが、先に取り込んだ浮きロープを順次海に戻して

長さを調整していたとき、甲板上に残っていたものと考えられる。 

 

 3.2.3 甲板員Ａの本件作業に関する解析 

  ２.７(2)、3.1.1 及び 3.2.2(3)から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 甲板員Ａは、これまでに他の乗組員と共に浮きロープのＣ環を手繰り揚げ

る中、先に取り込んだ浮きロープを順次海に戻して自らと同乗組員との間の

浮きロープの長さを調整しながら船尾方に移動する際、甲板上に残っていた

浮きロープをまたいでいたことがあった。 

   (2) 甲板員Ｂは、本事故当時、結合されたＣ環を海に投入後、船尾中央部に移

動して右舷船首方を振り返ったところ、甲板員Ａの右足が、浮きロープをま

たいだ状況で右膝がブルワーク上縁付近まで持ち上がり、右膝の下側に浮き

ロープが入っている状況を認めた。 

   (3) 上記(1)及び(2)から、甲板員Ａは、本事故時、甲板上に残っていた浮きロー

プをまたいでおり、また、そのことに気付いていなかった。 

 

 3.2.4 気象及び海象の状況 

  ２.６から、本事故当時、天気は晴れ、風速約７～８m/s の西風が吹き、気温約

１７℃、水温約１１℃であり、本事故発生場所付近には、西からの波高約０.５ｍ

の波に加え、微弱な東流があったものと考えられる。 

 

 3.2.5 事故発生に関する解析 

  3.1.1、3.1.2、3.2.2(3)、3.2.3 及び 3.2.4 から、次のとおりであったものと考

えられる。 

   (1) 甲板員Ａは、本船が、柴山港北方１０Ｍ付近で４回目の沖合底びき網漁の

操業中、本件作業を開始し、先に取り込んだ浮きロープを順次海に戻しなが

ら船尾方に移動していた際、甲板上に残っていた浮きロープをまたいでいた

ことから、網取機が起動して浮きロープの巻取りが始まり、浮きロープが張っ

たことで右足が持ち上がり、巻取りが継続されて浮きロープと共に舷外に引っ

張られ、ブルワークを越えて落水した。 

   (2) 甲板員Ａは、落水後、潮流の影響を受けて本船から離れるように流される

中、本船に向かって泳いでいたものの、その後、腕の動きが止まって顔が海

面に浸かったうつ伏せ状態となり、意識不明の状態で病院に搬送され、溺水

による死亡と検案された。 

   (3) 甲板員Ａは、これまでの本件作業時に甲板上に残っていた浮きロープをま
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たいでいたことがあり、本事故時は、甲板上に残っていた浮きロープをまた

いでおり、また、そのことに気付いていなかった。 

 

 3.2.6 被害の軽減措置に関する解析 

  2.1.1、２.４(2)②、２.６(2)及び２.８から、次のとおりであった。 

   (1) 甲板員Ａは、通常の衣服に上にカッパ（上下）を着用し、更に固形式で

チョッキ型の作業用救命衣を着用していたものと考えられる。 

   (2) 甲板員Ａは、気温約１７℃及び水温約１１℃の冷水の環境下、落水したの

ち、当初は浮きに向かって泳ぎ、左舷船首方に向かう潮流によって本船から

離れるように流される中、更に本船に向かって泳いでいたことから、体力を

消耗して疲労し、体熱を奪われて急速に運動機能が失われ、泳ぐことが困難

となった可能性があると考えられる。 

   (3) 甲板員Ａは、着用していた作業用救命衣によって浮力を得ており、海面上

で浮くことが可能となり、泳ぎが継続できたものと考えられるが、泳いでい

る際に海水を誤嚥
えん

した可能性があると考えられる。 

 

  以上のことから、甲板員Ａは、落水後に自らの力で泳いでいた際、着用していた

作業用救命衣によって浮力を得ていたものと考えられるが、体力を消耗して疲労し、

体温の低下が進行して運動機能が失われ、海水を誤嚥したことが関与して溺水する

に至った可能性があると考えられる。 

 

 

 

４ 原 因 
 

 本事故は、本船が、柴山港北方沖で沖合底びき網漁の操業中、甲板員Ａが、本件作

業を開始し、先に取り込んだ浮きロープを順次海に戻しながら船尾方に移動していた

際、甲板上に残っていた浮きロープをまたいでいたため、網取機が起動して浮きロー

プの巻取りが始まり、浮きロープが張ったことで右足が持ち上がり、巻取りが継続さ

れて浮きロープと共に舷外に引っ張られ、ブルワーク上縁を越えて落水し、溺水した

ことにより発生したものと考えられる。 
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５ 再発防止策 
 

 本事故は、本船が、柴山港北方沖で沖合底びき網漁の操業中、甲板員Ａが、甲板上

に残っていた浮きロープをまたいでいたため、網取機が起動して浮きロープの巻取り

が始まり、浮きロープが張ったことで右足が持ち上がり、巻取りが継続されて浮きロー

プと共に舷外に引っ張られ、ブルワークを越えて落水し、溺水したことにより発生し

たものと考えられる。 

 甲板員Ａは、先に取り込んだ浮きロープを順次海に戻しながら船尾方に移動してい

た際、甲板上に残っていた浮きロープをまたいでいたことに気付いていなかったもの

と考えられるが、これまでの本件作業時に浮きロープをまたいでいたことがあったの

で、常に足元を確認する必要があったものと考えられる。 

 したがって、本件作業を行う乗組員は、網、索具等を送り出し、又は巻き取る場合、

船内にある網、索具等をまたいで立ったり、足を踏み入れたりしないよう、これらを

整理して常に足元の安全を確認し、また、Ｃ環を海に投入するとき、網取機の起動や

停止を行うときなどに声掛けを行い、他の乗組員に対して次の行動への連絡をとって

足元等の安全を確認させることが望ましい。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故防止策 

 本船では、本事故後、本件作業を行う際、Ｃ環同士を結合させたとき、Ｃ環を海に

投入するとき、網取機の運転を行うときなど、声掛けを行うこととした。 
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